
 

県内のスギ・ヒノキ等の人工林が資源として利用可能な時期を迎える一方、木材価格の下落等の影響

により森林の手入れが十分に行われないことから、水源のかん養などの森林の持つ多面的機能の低下が

懸念されており、現在、木を使うことにより森林を育て、林業の再生を図ることが急務となっています。 
このような中、木材利用を進めるため国においては、「公共建築物等における木材の利用の促進に関す

る法律」（平成 22 年法律第 36 号）が平成 22 年 10 月 1 日に施行され、県においては法律に基づき「佐

賀県公共建築物木材利用促進方針（以下「県の方針」）」を平成23年12月に策定しました。 
また、県内全市町においては、「県の方針」に即して「市町の方針」が策定されたところです。 

 公共建築物への木材利用をこれまで以上に推進するため、具体的な事例を交えて分かりやすく解説す

るセミナーを開催します。 

   日   時  平成２９年２月２１日（火）１３：３０～１７：００ 

会   場  グランデはがくれ 「フラワーホール」 
         佐賀市天神２丁目１番３６号  TEL0952-25-2212 

受 講 料  無 料 

定   員  1２0名 

   申込方法  参加申込書にご記入のうえ、FAXにてお早めに申込ください。 

  締 切 り  平成２９年２月１４日（火） 

CPD 単位  ３単位 

 講 演Ⅰ 13：35～15：05  

演題  九州における森林資源と木材の利用の現状 

講師  国立研究開発法人森林総合研究所九州支所  

       森林資源管理研究グループ 主任研究員 横田 康裕 氏 

 講 演Ⅱ 15：15～16：45 

演題  流通木材で大スパンを実現『ATA ハイブリッド構法』 

講師  富山テントシート工業組合 

    理事 ㈱ATA 代表取締役 大倉 義憲 氏 

 その他 16：50～17：00 



 
参 加 申 込 書 

 
 （一社）佐賀県建築士会 行（FAX 0952－26－2248） 

 

事 業 所 名 

 

 

所  在  地 
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T E L   

 
 
 
 

参 加 者 氏 名 

 

 

 

 

 

 

記載いただい個人情報は、主催者において実施する事業以外には使用しません。 
また、承諾なく第三者に提供することはありません。 

 

〔ご 案 内〕 定員超過により御受講いただけない場合は、ご連絡します。 

          受講者は、時間前に会場にお集まりください。 

 

〔お問合せ〕 （一社）佐賀県建築士会 TEL0952－26－2198 

        （セミナー開催業務委託業者） 

 

〔主  催〕  佐賀県（農林水産部林業課） 

 


